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【№】 

表紙 

１ 

 

２ 

 

 

 

３ 

 

４ 

 

 

５ 

 

【内   容】 

◆緊急事態宣言は２月７日まで発令中です 

◆町役場はサテライトオフィス（分散勤務）の試行中です 

◆町コミュニティバス「くいまーる」運転士を募集します 

◆第６期三股町障がい福祉計画・第２期三股町障がい児福祉 

計画（素案）に対するご意見をお寄せください 

◆三股町高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画（素案） 

へのご意見を募集します 

◆刈払機取扱作業者安全衛生教育講習を開催します 

◆法務局に預けて安心！自筆証書遺言書保管制度 

◆２月２５日（木）は「三股町総ぐるみ献血参加運動」の日 

です 

◆高齢者運転免許証自主返納支援事業をご利用ください 

◆令和３年度 農業講座「ぼんちアグリスクール」の受講生 

を募集します  

◆「おもちゃ病院三股」を開設します 

◆「ふれあい福祉相談」を実施しています 

 

【分 類】 

 

 

＜募  集＞ 

 

 

 

 

 

＜お知らせ＞ 

 

 

 

＜農業畜産業関連＞ 

 

＜相  談＞ 

 

この期間、人と人との接触機会を 

極力、減らすようご協力ください 

○マスクを外さないで！マスクを外すときは会話はや

めて！ 
⇒特に職場での休憩や食事の時間などに注意をお願いします 

○原則、外出は控えてください ※特に午後８時以降は徹底を 

⇒通勤、通学、通院、買い物、散歩やジョギングなど、日常生活の範囲

内の外出はＯＫ 

○会食は家族など、いつも一緒にいる身近な人と 
⇒親しい友人や親戚、職場の人との会食は、今は控えてください 

○発熱の有無にかかわらず、少しでも体調に異変があ

る場合は、すぐに身近な医療機関の受診を 
⇒医療機関では、症状のある人は積極的に新型コロナの検査を行います 

最新の情報はこちらから 

宮崎県新型コロナウイルス感染症対策特設サイト 

 

町公式サイト（新型コロナウイルス感染症に関する情報） 

 

出展：宮崎県新型コロナウイルス感染症対策特設サイト 

※この情報は、１月２１日時点のものです 

 

※新型コロナウイルスの性質上、２週間感染の機会を徹底的に減らせば、

感染拡大は防止できます 
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◆町役場はサテライトオフィス（分散勤務）の試行中です 

 

新型コロナウイルスの更なる感染拡大に備え、町役場業務が停止すること

なく、町民生活への影響を最小限とするための「サテライトオフィス（分散

勤務）」を試行中です。 

 

町民の皆さまには、通常より職員が少なくなるため、手続きに時間をいた

だく場合があります。ご理解とご協力をお願いします。 

 

なお、サテライトオフィスでは、窓口業務は行っておりません。 

 

■期 間＝  

１月１９日（火）～当面の間 

 

■試行場所＝  

町文化会館（三股町樺山３４０４番地２）１階事務室など 

 

■サテライトオフィスとは＝ 

在宅勤務よりも円滑に業務を実施するため、公共施設の会議室などを利

用して、職員が仕事することができるテレワーク環境を整えるものです。 

 

 

 

 

 ※お問い合わせは、 

  総務課 職員係（２階 ①番窓口） 

  ☎：５２－１１１３（直通）にお願いします。 

 

 
 
 
◆町コミュニティバス「くいまーる」運転士を募集します 
 

■募集人員＝１名 

 

■応募条件＝大型免許または大型２種免許を持っている人 

※大型免許取得者は採用後に講習を受けていただきます。 

※過去１年間に免許停止処分を受けていない人 

 

■雇用期間＝採用の日から令和４年３月３１日まで 

※勤務態度・成績により更新あり 

 

■勤 務 地＝町コミュニティバス事務所および町内 

 

■勤務時間＝勤務交代制（午前６時１５分～午後８時３０分の間） 

週３～４日程度の勤務 

 

■賃 金＝時給１,２０１円 ※期末手当、時間外勤務手当、通勤手当あり 

 

■福利厚生＝健康保険（協会けんぽ）、厚生年金保険、雇用保険、公務災害補

償など 

 

■必要書類＝①履歴書 ②運転免許証のコピー  

③過去５年分の運転記録証明書（運転免許センターにて発行） 

 

■申 込 先＝総務課 行政係 

 

■申込締切＝２月１９日（金） 

 

■選考方法＝書類審査・面接  

※面接日は申込締切後、電話連絡します 
 

※お問い合わせ・お申し込みは、 

総務課 行政係（２階 ②番窓口） 

☎：５２－１１１２（直通）にお願いします 

募 集 
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◆第６期三股町障がい福祉計画・第２期三股町障がい児福祉
計画（素案）に対するご意見をお寄せください 

 

町では、障がいのある人の生活に必要な障害福祉サービスなどの提供の

確保に向けて、令和３～５年度を計画期間とする「第６期三股町障がい福

祉計画・第２期三股町障がい児福祉計画」の策定に取り組んでいます。こ

のたび、計画の素案がまとまりましたので、町民の皆さまから広くご意見

を募集します。 

 

■募集期間＝２月１日（月）～３月２日（火） 

 

■公表場所＝①町役場 福祉課（１階 ⑥番窓口） 

※土曜・日曜・祝日を除く午前８時３０分～午後５時 

②町公式サイト（パブリックコメントページ） 

 

■提出書類＝公表場所に設置している「意見提出書」をご利用ください。 

 

■提出方法＝福祉課が指定する様式に、氏名(法人名)、住所(法人の所在

地)および連絡先を記載し、福祉課へ郵送またはお持ちくだ

さい。ファクス、電子メールでも受け付けます。 

 

■意見の取り扱いおよび公表＝ 

提出いただいたご意見は、内容ごとに整理・分類した上で、ご意見に

対する町の考え方とともに後日公表します。公表の際には、ご意見の内

容以外のご住所、お名前、団体名などは公表しません。なお、個々のご

意見に対して、直接、個別の回答はできません。ご了承ください。 

 

■意見および結果の公表場所＝ 

①町役場 福祉課 

②町ホームページ（パブリックコメントページ） 

 

 

※お問い合わせは、 

福祉課 社会福祉係（１階 ⑥番窓口） 

☎：５２－９０６１(直通) にお願いします。 

◆三股町高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画（素案）
へのご意見を募集します 

 

町では、老人福祉法および介護保険法に基づき、高齢者に関する施策を

総合的かつ計画的に推進するとともに、介護保険事業の円滑な実施を図る

ため、令和３～５年度を計画期間とする「三股町高齢者福祉計画・第８期

介護保険事業計画」を策定しています。このたび、計画の素案がまとまり

ましたので、町民の皆さまからご意見を募集します。 

 

■募集期間＝２月１日（月）～２月１４日（日） 

 

■公表場所＝①町役場 高齢者支援課（１階 ⑦番窓口） 

※土曜・日曜・祝日を除く午前８時３０分～午後５時 

②町公式サイト（パブリックコメントページ） 

 

■提出書類＝公表場所に設置している「意見提出書」をご利用ください。 

 

■提出方法＝高齢者支援課が指定する様式に、氏名（法人名）、住所（法

人の所在地）および連絡先を記載し、高齢者支援課へ郵送ま

たはお持ちください。ファクス、電子メールでも受け付けま

す。 

 

■意見の取り扱いおよび公表＝ 

提出いただいたご意見は、内容ごとに整理・分類した上で、ご意見に

対する町の考え方とともに後日公表します。公表の際には、ご意見の内

容以外のご住所、お名前、団体名などは公表しません。なお、個々のご

意見に対して、直接、個別の回答はできません。ご了承ください。 

 

■意見および結果の公表場所＝ 

①町役場 高齢者支援課 

②町公式サイト（パブリックコメントページ） 

 

※お問い合わせは、 

高齢者支援課 介護高齢者係（１階 ⑦番窓口） 

☎：５２－９０６２（直通）にお願いします。 
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◆刈払機取扱作業者安全衛生教育講習を開催します 
 

町シルバー人材センターでは、「刈払機取扱作業者安全衛生教育講習」を

実施いたします。草刈りの際使用する「刈払機」を安全に使用・点検・整備

する方法を学びます。全過程を修了された人には「修了証」をお渡ししま

す。興味のある人はぜひご参加ください。 

      

■期 日＝３月１２日（金） 午前９時～午後４時３０分 

 

■場  所＝町シルバー人材センター 

       

■締 切 日＝３月５日（金） 必着 

 

■受 講 料＝無料  

 

■対 象 者＝令和３年３月３１日時点で満６０歳以上の人 

 

■申込方法 ＝ 町シルバー人材センターに直接お電話で申し込まれるか、

町シルバー人材センターに置いてある所定の申込用紙を、

町シルバー人材センターへ直接お持ちいただくか、郵送ま

たはファクスでお申し込みください。 

なお、県シルバー人材センター連合会でも受け付けます。 

 

※お申し込み、お問い合わせは、 

・公益社団法人 三股町シルバー人材センター 

三股町大字樺山３８９０－５ 

☎：５２－７１５０／ファクス：５２－８７１５ 

 

・公益社団法人 宮崎県シルバー人材センター連合会 

   宮崎市祇園２丁目９５番地 

☎：０９８５－３１－３７７５／ファクス：０９８５－３１－３７７６ 

にお願いします。 

 
 
 
◆法務局に預けて安心！自筆証書遺言書保管制度 

 

あなたの大切な自筆証書遺言書を法務局で預かる制度ができました。遺

言者が亡くなられた後は、法務局から相続人などに対してお知らせするこ

ともできます。 

詳細については、宮崎地方法務局公式サイトをご覧ください。 

 

■手続料金＝３，９００円 

 

■申請場所＝宮崎地方法務局供託課、都城支局、延岡支局、日南支局 

 

※申請手続は予約制です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

宮崎地方法務局 

☎：０９８５－２２－５１２４ にお願いします。 

 

お知らせ 
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◆２月２５日（木）は 
「三股町総ぐるみ献血参加運動」の日です 

 
『総ぐるみ献血参加運動』は町内のすべての皆さんに献血の協力を呼びかける

運動です。この運動は、町内だけでなく県や各市町村、推進団体、血液センター

が連携し、県内各地で展開しています。 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、宮崎県内でも献血のご協力が減少して

います。安全な血液製剤を安定して供給するために、皆さんの献血へのご協力を

お願いします。 
 
 

 

 

 

 
 

 

※当日の状況によって、やむを得ず予定時間が変更となる場合があります。 

 ※４００㍉㍑献血にご協力いただいた人には、町の地場産品＆はたちの献血特別

記念品など今回限定の記念品をプレゼントします。 

・検査後、血液型（Ｒｈ±を含む）や健康管理の目安となる検査数値を希望者に

通知しています。健康管理にお役立てください。 
 

●４００㍉㍑献血にご協力ください● 

《対象・条件など》 

・男性１７～６９歳、女性１８～６９歳 

・体重５０㌕以上の体調の良い人など 

※ただし、６５歳以上の人は６０～６４歳までに献血経験がある人に 

限られます。その他、当日の問診で献血できない場合があります。 

 

前回（９月２４日)に町役場で献血に協力していただいた人数は次のとおりでし 

た。ありがとうございました。 

 

献血の申込みをした人            ６５人   

４００㍉㍑献血した人 ５７人 

献血ができなかった人(比重不足など) ８人 

 

※お問い合わせは、町健康管理センター 

☎：５２－８４８１（直通）にお願いします。 

◆高齢者運転免許証自主返納支援事業をご利用ください 

 

■事 業 内 容＝ 

運転に不安のある高齢者で運転免許証を自主的に返納した人に、地域 

コミュニティバス回数券を交付し、高齢者の交通事故の減少と公共交通 

の利用拡大を図るものです。 

 

■補助対象者＝ 

 ①自主返納の日に満７０歳以上の人 

  ②町税などを滞納していない人 

 

■支 援 内 容＝ 

地域コミュニティバス「くいまーる」の回数券１２回分のバス利用券 

を１０冊交付します。（１２０回分） 

 

■申 請 方 法＝ 

運転免許証を自主返納した日の翌日から起算して１年以内であり、「町 

高齢者運転免許証自主返納支援申請書」に、運転免許の取消通知書など 

を添付して提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

総務課 行政係（２階 ②番窓口） 

☎：５２－１１１２（直通）にお願いします。 

期 日 ２月２５日（木） 

時 間 
午前９時３０分～正午 

午後１時３０分～午後４時 

場 所 
町役場  

（１階ロビーで受け付けした後、献血車内で行います） 

https://1.bp.blogspot.com/-NFu670mjfyI/W0rqUvwisJI/AAAAAAABNZk/z4FJmPs2I_svm7GgIhrWBykeUcU4e2H3gCLcBGAs/s800/car_menkyo_hennou_man.png
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◆令和３年度 農業講座「ぼんちアグリスクール」の受講生

を募集します  
 

ＪＡ都城では、農業の基礎知識の習得を目指す「令和３年度 ぼんちアグリス

クール」の受講生を募集します。「家庭菜園で野菜を作っているが、うまくでき

ない」「自分で作った野菜を直売所などで販売してみたい」など、農業に興味が

ある人は、ぜひご参加ください。 

＜募集要項＞ 

■募 集 人 員＝１０人程度 

※ただし都城・北諸地区管内に住んでいる人を優先します。 

■講 座 内 容＝座学、実習（甘藷・里芋）・農家研修、家庭実習（野菜の苗を

配布します）などを通じて学びます。 

■受 講 料＝５,０００円 

（傷害共済掛金、野菜苗代、資料代などに充当します） 

■応 募 方 法＝官製ハガキ、または、最寄りのＪＡ窓口にある申込用紙に次の

事項を記入してご応募ください。 

（ア）住所 （イ）氏名〈ふりがな〉 （ウ）生年月日 （エ）性別 

（オ）電話番号 （カ）職業 （キ）応募申込の動機など 

（ク）野菜を作っている畑の面積（野菜を作っていない人は未記入で構いません） 

※個人情報は本講座のみで使用し、他の目的には使用しません。 

■申し込み先＝〒８８５－０００４ 

都城市都北町５７０８ 都城地域農業振興センター 

■募 集 期 間＝３月１０日（水）まで  ※当日消印有効 

■そ の 他＝応募多数の場合は抽選で決定します。 

※新規受講生（過去、講座を受講していない人）を優先します 

＜講座概要＞  

■期 間＝４月～１０月の平日（基本水曜日）に座学・実習・農家研修など

全１２回程度開催予定。 

※諸事情により講座内容・日時等が変更となる場合があります。 

■時 間＝座学のとき・・・午後１時３０分～（２時間程度） 

実習のとき・・・午前９時３０分～（２～３時間程度） 

■場 所＝ＪＡ都城都北事業所、北諸県農業改良普及センター、 

実習圃場、農家圃場 

■開講式＝４月上旬 

※開講式の日時、講座内容の詳細などは、後日ご案内します。 

 

※お問い合わせは、ＪＡ都城 営農企画室 地域営農振興課  

〒８８５－０００４ 都城市都北町５７０８ 都城地域農業振興センター 

☎：３８－６６９３、ファクス：３８－６６９２ にお願いします。 

 
 
 
◆「おもちゃ病院三股」を開設します 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※お問い合わせは、 

代表：横山健一  ☎：５１－０２４１ または、 

増田親忠  携帯：０９０－１９２６－８７８３ にお願いします。 

 
 
◆「ふれあい福祉相談」を実施しています 

 
町社会福祉協議会では、生活上のあらゆる問題について相談を受け付 

けています。 

また、電話での相談も行っていますので、気軽にご相談ください。 

 

○相談日： 毎週月曜・水曜・金曜 

○時 間： 午前９時～午後５時 

○場 所： 町総合福祉センター「元気の杜」 

 

 

※お問い合わせは、町社会福祉協議会  

☎：５２－１２４６ にお願いします。 

期  日 ２月２０日（土）毎月第３土曜日  

時  間 
・開  院 午後１時～５時ごろ 

※受け付けは午後３時までにお願いします。 

場  所 町総合福祉センター「元気の杜」 

注意事項 

・おもちゃ病院三股は、おもちゃを無償で修理します 

（一部、材料費などが掛かることがあります）。ただし、

破損がひどい物、欠品がある物については、修理できな

い場合があります。現物を見て判断しますので、ご了承

ください。 

・ＡＣ電源で作動させる電化製品・コンピューター製品、

人を傷つける恐れがある物、水に浮く物（浮輪・ボー

トなど）は修理対象外です。 

農林畜産業関連 相 談 ※新型コロナウイルスの影響により、開催されないこともあります。 

詳しくは、問い合わせ先に確認してください。 

https://2.bp.blogspot.com/-s3ICnWJdU7E/Wqih3bJRzlI/AAAAAAABK2o/R0XOnZHh5lELBr6Qv2HsLn1z89SE3O_EwCLcBGAs/s800/job_care_manager_woman.png
https://2.bp.blogspot.com/-_vJ_hbnq1_Y/UnIEMYXgTMI/AAAAAAAAZ_0/7UzK9am-7Lo/s800/omochabako.png

